
新居浜工業高等専門学校教育研究年次報告原稿執筆要領 

 

平成15年11月12日要領第２号 

最終改正 令和６年12月10日 

 

（趣旨） 

第１条 新居浜工業高等専門学校（以下「本校」という。）教育研究年次報告取扱要項第６

条第２項の規定により，教育研究年次報告（以下，「年次報告」という。）の原稿執筆

要領について定める。 

（原稿の作成） 

第２条 年次報告は，本校Webサイト等で公開するため，指定のテンプレート(Microsoft 

Word又はTexの様式)で原稿を作成の上，電子媒体で提出する。 

２ 次条以降において定める事項は，Microsoft Wordを使用する場合であって，Texを使

用する場合は可能な限りこれに準ずるものとする。 

（原稿の組版） 

第３条 原稿の組版は，次の各号によるものとする。 

（１）様式 Ａ４判縦置き，横書きとする。（以下，横書きについて記すが，縦書きの

場合もこれに準ずることとする。） 

（２）段組・行数 原則として２段組，50行とする。１段組を希望するときは，事前

に申し出るものとする。 

（３）文字 文字数: 27（２段組）又は 56（１段組），サイズ: ９ポイント 

（４）フォント 日本語：ＭＳ明朝，英数字：Century又はTimes New Roman（いわゆる

ASCII文字は半角を使用） 

（５）数式 数式は，数式作成ソフトを使用するのが望ましい。 

（６）記号 数式記号，量記号，単位記号は JIS による。 

（７）単位 原則として SI を用いる。 

（表題，著者名，英文概要，脚注） 

第４条 表題，著者名，英文概要，脚注の文字サイズ等は，次の各号によるものとする。

この場合において，第１号から第５号を記載する位置は中央とし，それぞれの間を９ポ

イントで２行空けるものとする。 

（１）表題（和） 16ポイントとし，その前は９ポイントで２行空ける。 

（２）著者名 12ポイントとし，現所属機関ごとに「*」「**」印を付す。 

（３）表題（英） 12ポイントとし，主要な単語の最初の文字は大文字とし，冠詞，前置

詞，接続詞などは小文字とする。 

（４）著者名（英） 12ポイントとし，姓はすべて大文字とする。 

（５）論文等概要（英） ８～９ポイントとし，段組は一段組で150語程度とする。その

後は９ポイントで１行空ける。 

（６）脚注 論文等の１ページ目最下部に，本文幅の横罫線を挿入して次に掲げる事項を

記載するものとし，日本語の論文等には，８ポイントの( )書きで英文を追記するものと

する。 

ア 原稿受付日 編集事務担当が最終原稿を受領した日とする。 

イ 著者所属 

所属は，第２号で付した「*」「**」印の機関ごとにまとめて記載するものとし，

英文にあっては所在地の後に郵便番号及び国名を加え，和文にあっては，本校の



所在地は記載しないものとする。ただし，本校教職員以外の共同研究者等の場合

は，その所在地（市レベル）を記載するものとする。 

（章，節，項の見出し） 

第５条 章，節，項の見出しの文字サイズ等は，次の各号によるものとする。なお，フォ

ントはＭＳゴシックとし，使用する数字はアラビア数字に統一する。 

（１）章 11ポイントとし，その前後を９ポイントで１行空ける。 

（２）節 ９ポイントとし，その前後を９ポイントで１行空ける。ただし，章直後の節 

は，その後の行空けは不要とする。 

（３）項 ９ポイントとし，その前は９ポイントで１行空けるが，後は不要とする。 

（図，表，写真） 

第６条 図，表及び写真には，それぞれ通し番号及び説明文（図及び写真ではその下に，表

ではその上に付ける説明をいう。）を付け，本文の適切な位置に挿入するものとする。この

場合において，図，表及び写真は説明文を含め，ページ及び段落をまたがらないようにする

ものとする。 

（句読点，余白） 

第７条 句読点及び余白は，次の各号によるものとする。 

（１）句読点 「 、」 「。」とする。 

（２）余 白 上下 各20～25mm前後，左右 各15～20mm前後 

（上下，左右の余白は，それぞれ20mmと15mmは必ず確保する。） 

（その他） 

第８条 原稿の作成に当たっては，前条までのほか別に作成する作成見本も参照するも

のとする。 

２ この要領により難い事項については，図書委員会において審議の上，決定する。 

 

附 則 

この要領は，平成15年11月12日から施行する。 

附 則 

この要領は，平成19年６月13日から施行する。 

附 則 

この要領は，平成24年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月19日 一部改正） 

この要領は，令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年12月10日 一部改正） 

この要領は，令和６年12月10日から施行し，令和６年６月１日から適用する。 

 

 

 


